
サポーターズ倶楽部会員割引対象施設（R8.4.1時点）

施設名 所管課
割引後

（団体割引額）
備考

常設一般 260 200 新潟市美術館条例施行規則

常設大高 190 140 第9条第1項別表4の7欄適用

常設小中 130 90

企画一般 *企画展はその都度定めた団体料金

企画大高 *企画展はその都度定めた団体料金

新潟市新津美術館条例施行規則

第12条第1項別表4の6欄

*観覧料は団体料金

一般 650 520 新潟市潟東樋口記念美術館条例施行規則

小中 390 260 第8条第1項別表8欄

一般 1,500 1,200 新潟市水族館条例施行規則

小中 600 480 第5条第1項別表18欄適用

幼 200 160

一般 500 400 新潟市會津八一記念館条例施行規則

大 300 240 第9条第1項別表8欄適用

高 200 160

小中 100 80

一般 520 410 新潟市都市公園条例施行規則

小中高 260 200 第11条第1項表19欄適用

*特別展示はその都度定めた団体料金扱い

一般 200 160 新潟市マンガ･アニメ情報館及びマンガの家条例施行規則

中高 100 80 第2条第1項別表6欄適用

小 50 40 *企画展はその都度定めた団体料金

一般 390 310 新潟市歴史博物館条例第8条（別表2）

大高 260 200

小中 130 100 *企画展の場合は設定観覧料の2割引

一般 260 200 新潟市文化財旧小澤家住宅条例第9条（別表第１）

小中 130 100

一般 300 240 新潟市旧齋藤家別邸条例第9条（別表第２）

小中 100 80

一般 390 310 新潟市新津鉄道資料館条例第9条（別表）

大高 260 200

小中 130 100

一般 520 390 新潟市しろね大凧と歴史の館条例第8条（別表第１）

小中高 260 190

一般 650 520 新潟市潟東歴史民俗資料館条例施行規則

小中 390 260 　第4条第1項別表8欄

一般 500 400 重要文化財旧笹川家住宅条例第6条（別表）

小 300 200 新潟市曽我・平澤記念館条例第6条（別表）

一般 260 190

高 130 60

一般 390 260

高 190 130

一般 260 200

大・高 130 100

一般 260 200

大・高 130 100

15 新潟市中之口先人館 西蒲区地域総務課

新潟市中之口先人館条例施行規則
　第5条第1項別表7欄
新潟市澤将監の館条例施行規則
　第3条第1項別表7欄
*共通券
　　一般520円→390円
　高校生260円→130円

16 新潟市澤将監の館 西蒲区地域総務課

13 新潟市潟東歴史民俗資料館 西蒲区地域総務課

14
重要文化財旧笹川家住宅
※新潟市曽我・平澤記念館（共通）

南区地域総務課

11 新潟市新津鉄道資料館 歴史文化課

12 新潟市しろね大凧と歴史の館 南区地域総務課

9 新潟市文化財旧小澤家住宅 歴史文化課

10 新潟市旧齋藤家別邸 中央区地域課

7 新潟市マンガ･アニメ情報館 文化政策課

8
新潟市歴史博物館
（みなとぴあ）

歴史文化課

5 新潟市會津八一記念館 文化政策課

6 水の駅「ビュー福島潟」 北区産業振興課

新潟市新津美術館 新津美術館

3 新潟市潟東樋口記念美術館 西蒲区地域総務課

18 新潟市岩室民俗史料館 西蒲区地域総務課
新潟市岩室民俗史料館条例施行規則
　第7条第1項別表7欄

観覧料

17 新潟市巻郷土資料館 西蒲区地域総務課
新潟市巻郷土資料館条例施行規則
　第7条第1項別表7欄

4
新潟市水族館
（マリンピア日本海）

文化政策課

1 新潟市美術館 美術館
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